
事 務 連 絡 

令和２年４月９日 

 

 

 別記 御中 

 

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６

日付事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点につい

て（その２）（令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項につ

いて、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和２年３

月６日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）及び「社会福祉施設等に

おける感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日付厚生労

働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）でお示ししているところですが、特にご

質問の多い事項について、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点に

ついて（令和２年３月６日付事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止

のための留意点について（その２）（令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ

について」（令和２年４月９日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名

事務連絡）を都道府県等に対して発出し、周知を図っているところです。 

貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ

の周知についてご協力をお願いいたします。 

 

【別紙】 

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６日

付事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

（その２）（令和２年４月９日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

 

  



（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 



事 務 連 絡 

令和２年４月９日 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３月６

日付事務連絡）」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点につい

て（その２）（令和２年４月７日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 

 

 

社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項につ

いて、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和２年３

月６日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）（以下「３月６日事務連

絡」という。）及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

（その２）」（令和２年４月７日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）

（以下「４月７日事務連絡」という。）でお示ししているところですが、特にご質問の

多い事項について 別紙のとおりＱ＆Ａとしてとりまとめました。 

管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県におかれま

しては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

 

 

 

  



問１ ３月６日事務連絡「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）

において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応につい

て」２④（ii）におけるおむつ及び（iv）におけるティッシュ等並びに４月７

日事務連絡別紙「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における感染

防止に向けた対応について」２（５）②（ii）におけるおむつ及び（iv）にお

けるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされている

が、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。 

（答） 

社会福祉施設等のうち介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、助

産施設等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号）別

表第１の４の項の中欄に掲げる施設に該当する施設において生じたおむつ及びテ

ィッシュ等については感染性廃棄物として処理を行うこと。 

それ以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たらないが、当該

施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、

ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施す

るなどして適切な処理を行うこと。 

詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理等について（通

知）1」（令和２年３月４日付環循適発第 2003044 号・環循規発第 2003043 号環境

省環境再生・資源循環局長通知）並びに「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理

マニュアル2」（平成 30 年３月）及び「廃棄物処理における新型インフルエンザ対

策ガイドライン3」（平成 21年３月）を参照のこと。 

 

1 http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2003044_local_gov.pdf 
2 http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual1.pdf 
3 http://www.env.go.jp/recycle/misc/new-flu/ 

                                            


